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公 共 事 業 費 1,979 1,982 1,077

（対前年度比） 100.1%

一般公共事業費 1,875 1,877 745

（対前年度比） 100.1%

治  山  事 業 費 623 624 268

（対前年度比） 100.1%

森林整備事業費 1,252 1,254 477

（対前年度比） 100.1%

災害復旧等事業費 104 105 332

（対前年度比） 100.6%

非 公 共 事 業 費 1,077 1,021 323

（対前年度比） 94.8%

3,057 3,003 1,401

（対前年度比） 98.2%

2 上記のほか、農山漁村地域整備交付金に、林野関係事業を措置している。

3 金額は、関係ベース。

4 計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

億円 億円 億円

合　　　　　　計

（注）１ 林野公共関係予算の総合計は2,682億円
・林野公共事業(令和６年度当初)：1,877億円
・林野公共事業(令和５年度補正)：745億円
・路網の整備・機能強化対策（非公共（令和６年度当初・令和５年度補正））：60億円

令和６年度　林野関係予算の概要

区　　　    分
５年度
予算額

６年度
概算決定額

５年度
補正追加額
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令和６年度林野関係予算の重点事項

６年度当初予算  ３,００３億円 

５年度補正予算  １,４０１億円 

（※）各事項の下段（ ）内は、令和５年度当初予算額

Ⅰ 食料の安定供給の確保 

１ 生産資材の確保・安定供給 

【６年度当初】 【５年度補正】 

① 燃油・資材の森林由来資源への転換等対策

・燃油・資材の価格高騰に対応するため、きのこの

生産施設の省エネ化や生産資材導入を支援すると

ともに、木質バイオマスの収集・運搬、木質燃料

の製造・熱利用に向けた取組等を支援

（林業・木材産業循環成長対策のうち  

木質バイオマス・特用林産物関係） 

３億円 

（４億円）

２０億円 
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Ⅱ カーボンニュートラルの実現等に向けた森林・林業・木材産業によるグリーン成長 
 

 【６年度当初】  【５年度補正】 

 

① 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策 

 

・カーボンニュートラル等を実現し、花粉発生量の

削減にも資するよう、川上から川下までの森林・

林業・木材産業政策を総合的に推進 

 

 
１４４億円 

（１６１億円） 

 

（林業・木材産業国際競争力強化総合対策） 

４５８億円 
 

（花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策） 

６０億円 

 

ア 林業・木材産業循環成長対策 

 

・国産材供給体制の強化と森林資源の循環利用の

確立に向け、路網の整備・機能強化、高性能林

業機械の導入、搬出間伐の実施、再造林の低コ

スト化、エリートツリーの安定供給とともに、

木材加工流通施設の整備、特用林産振興施設の

整備等の推進に向けた取組を支援 

 

 

６４億円 

（７１億円） 

 

 

 

１２６億円 

  

イ 林業デジタル・イノベーション総合対策 

 

・林業機械の自動化・遠隔操作化や木質系新素材

の開発・実証、森林資源情報のデジタル化、新

技術を活用する高度技能者の育成、地域一体で

林業活動にデジタル技術をフル活用する戦略拠

点の構築等を支援 

 

 
４億円 

（６億円） 

 

 

２億円 

 

ウ 建築用木材供給・利用強化対策 

 

・木質耐火部材やＪＡＳ構造材の建築物への利用

実証・普及、大径材活用に向けた技術開発、Ｊ

ＡＳ製材のサプライチェーンの構築に向けた中

小工務店と製材工場のマッチング、製材やＣＬ

Ｔを用いた建築物の低コスト化に向けた技術開

発や設計・建築実証等を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    １０億円 

（１２億円） 

 

１８億円 
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 【６年度当初】  【５年度補正】 

 

エ 木材需要の創出・輸出力強化対策 

 

・非住宅建築物における木材利用の促進、工務店

の技術サポート、木材製品の輸出促進、合法性

確認の取組などの合法伐採木材の利用促進、木

質バイオマスを活用した「地域内エコシステ

ム」の展開、特用林産物の需要拡大等を支援 

 

 

 ３億円 

   （４億円） 

 

４億円 

 

オ 森林・林業担い手育成総合対策 

 

・「緑の雇用」事業による新規就業者への体系的

な研修、就業前の青年への給付金支給、高校生

の林業体験学習や女性の活躍促進、森林プラン

ナーの育成、林業経営体の安全診断などの労働

安全対策、森林経営管理制度を担う技術者の能

力向上等の取組を支援 

 

 

４７億円 
（４７億円） 

        

 

３億円 

 

カ 「新しい林業」に向けた林業経営育成対策 

 

・伐採から再造林・保育に至る収支をプラス転換

する「新しい林業」の実現に向け、新たな技術

の導入による経営モデルの構築等を支援 

 

 

２億円 

（２億円） 

 

 

 

キ 林業・木材産業金融対策 

 

・意欲と能力のある林業経営者が行う機械導入・

施設整備に対する融資の円滑化を支援 

 

 

４億円 

（６億円） 

 

 
ク 森林・山村地域振興対策 

 

・地域の活動組織や都市部との連携による里山林

の保全管理や利用、国民参加の植樹の推進、新

たな森林コンテンツの制作・普及に向けた取

組、森林由来Ｊ－クレジット創出・活用に向け

た取組等を推進 

 

 

 

 

 

 

 

１０億円 

（１１億円） 
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 【６年度当初】 【５年度補正】 

 

② 花粉症解決に向けた緊急総合対策＜一部公共＞ 

 

・10 年後に花粉発生源となるスギ人工林を２割減

少させることを目指し、花粉が多いシーズンでも

現在の平年並みの花粉量までとなるよう、花粉症

対策初期集中対応パッケージに掲げられた、スギ

人工林の伐採・植替え等の加速化、スギ材需要の

拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、林業の生産

性向上及び労働力の確保、スギ花粉飛散量の予

測・スギ花粉の飛散防止の取組を推進 

 

 

 

 

６０億円 
 

（林業・木材産業国際競争力強化総合対策） 

４５８億円の内数 

 

 

③ 森林整備事業＜公共＞ 

 

・森林吸収源の機能強化・国土強靱化に向けた間

伐、主伐後の再造林、幹線となる林道の開設・改

良等の推進に加え、花粉発生源対策としてスギ人

工林の伐採・植替え等を推進 

 

 

１，２５４億円 

（１，２５２億円） 

 

４７７億円 

 

④ 治山事業＜公共＞ 

 

・豪雨・地震等に起因する山地災害から国民の生

命・財産を守るため、流木対策や機能強化対策の

充実、流域治水との連携拡大など、国土強靱化に

向けた取組等を推進 

 

 

６２４億円 

（６２３億円） 

 

２６８億円 

 

⑤ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞ 

 

・地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整

備や農山漁村の防災・減災対策に必要な交付金を

交付 

 

 

７７０億円 

（７７４億円） 
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Ⅲ 防災・減災、国土強靱化と災害復旧等の推進 
 

⑴ 防災・減災、国土強靱化の推進 
 

 【６年度当初】  【５年度補正】 

 
① 治山施設の設置等による対策＜公共＞ 

 

・豪雨・地震等に起因する山地災害から国民の生

命・財産を守るため、山地災害危険地区や氾濫し

た河川上流域等において、流木・土石流・山腹崩

壊の抑制対策等を推進 

 

 

 

  

２６８億円 

 

② 森林整備による対策＜公共＞ 

 

・森林の防災・保水機能を適切に発揮するため、道

路など重要なインフラ施設周辺や氾濫した河川上

流域等での間伐、再造林、幹線となる林道の開

設・改良等の対策を推進 

 

 

 

  

１７２億円 

⑵ 令和５年５月から７月までの豪雨等による災害被害の復旧・復興 
 

 

① 災害復旧等事業＜公共＞ 

 

・被災した治山施設、林道施設等の速やかな復旧等

を実施・支援 

 

 

１０５億円 

（１０４億円） 

 

 

３３２億円 
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令和５年１２月  

林  野  庁  

令和６年度 税制改正事項（林野関係） 

１ 森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積の譲与割合を 5/10から

55/100とし、人口の譲与割合を 3/10から 25/100とする。（森林環境譲与税） 

２ 軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限を３年延長する。（軽油引取税） 

３ 山林所得に係る森林計画特別控除（収入金額の 20％の控除等）の適用期限を 

２年延長する。（所得税）                      

４ 輸出促進法に基づく輸出事業計画の認定を受けた場合の輸出事業用資産の 

割増償却について、見直しを行った上、その適用期限を２年延長する。 

（所得税・法人税） 

５ バイオ燃料製造事業者が取得したバイオ燃料製造設備に係る課税標準の特例 

措置（３年間、1/2控除等）について、木質固形燃料製造設備に係る課税標準を 

価格の 3/4とした上、その適用期限を２年延長する。（固定資産税） 

６ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に

影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の非課税措置

の適用期限を１年延長する。（印紙税） 

【財務省等５府省庁共管】 
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林
業
就
業
者
数

３
０
％

：
人
口

市
町
村
分

都
道
府
県
分

市
町
村
と
同
じ
基
準

（
※
以
下
の
と
お
り
林
野
率
に
よ
る
補
正
）

林
野
率

補
正
の
方
法

８
５
％
以
上
の
市
町
村

１
．
５
倍
に
割
増
し

７
５
％
以
上
８
５
％
未
満
の
市
町
村

１
．
３
倍
に
割
増
し

【
譲
与
基
準
】

森
林
環
境
税
課
税

（
年
額
：
1
,0
0
0
円
）

（
※
）
東
日
本
大
震
災
を
教
訓
と
し
て
全
国
で
実
施
す
る
防
災
施
策
対
応
分
と
し
て
引
上
げ

個
人
住
民
税
均
等
割
引
上
げ
（
年
額
：
1
,0
0
0
円
）

初
年
度

約
3
0
0
億
円

平
年
度

約
6
0
0
億
円

3
0
0

機
構
準
備
金
活
用

に
よ
り
償
還

譲
与
税
特
別
会
計

に
お
け
る
借
入
金

機
構
準
備
金
を
活
用
（
2
,3
0
0
億
円
）

【
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
額
と
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
譲
与
割
合
及
び
譲
与
基
準
】
（
現
行
制
度
）

①
森
林
整
備
を
一
層
推
進
す
る
た
め
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
基
準
の
見
直
し

○
市
町
村
の
体
制
整
備
の
進
捗
に
伴
い
、
徐
々
に
増
加
す
る
よ
う
に
譲
与
額
を
設
定
。

○
令
和
６
年
度
ま
で
の
間
は
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
公
庫
債
権
金
利
変
動
準
備
金
を
活
用
。

○
森
林
整
備
を
実
施
す
る
市
町
村
の
支
援
等
を
行
う
役
割
に
鑑
み
、
都
道
府
県
に
対
し
て
総
額
の
１
割
を
譲
与
。

（
制
度
創
設
当
初
は
、
市
町
村
の
支
援
等
を
行
う
都
道
府
県
の
役
割
が
大
き
い
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
譲
与
割
合
を
２
割
と
し
、
段
階
的
に
１
割
に
移
行
。
）



令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

（
予
定
）

活
用
額

9
6
億
円

2
1
0億

円
2
7
0億

円
3
9
9億

円
5
3
7億

円

う
ち

間
伐
等
の
森
林
整
備
関
係

4
4億

円
1
11
億
円

1
50
億
円

2
3
4億

円
3
20
億
円

う
ち

人
材
の
育
成
・担

い
手
の
確
保

3
1億

円
5
1億

円
5
7億

円
6
8億

円
9
3億

円

う
ち

木
材
利
用
・普

及
啓
発

2
1億

円
4
8億

円
6
3億

円
9
7億

円
1
24
億
円

・
使
途
別
の
内
訳
を
み
る
と
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
関
係
に
最
も
多
く
活
用
さ
れ
て
お
り
、
活
用
額
全
体
に
占
め
る
森
林
整
備
の
割
合
は

年
々
高
く
な
っ
て
い
る
。

※
令
和
５
年
度
（
予
定
）
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
３
月
時
点
で
自
治
体
へ
の
聞
き
取
り
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
（
一
部
、
９
月
時
点
で
聞
き
取
っ
た
も
の
を
含
む
）
。

【
市
区
町
村
・
都
道
府
県
に
お
け
る
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用
内
訳
（
活
用
額
）
】

①
森
林
整
備
を
一
層
推
進
す
る
た
め
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
基
準
の
見
直
し



令
和
６
年
度
税
制
改
正
大
綱

（
抜
粋
）

（
令
和
５
年
12
月

14
日
 自

由
民
主
党
・
公
明
党
）

第
一

令
和
６
年
度
税
制
改
正
の
基
本
的
考
え
方

４
．
地
域
・
中
小
企
業
の
活
性
化
等

（
４
）
森
林
環
境
税
・
森
林
環
境
譲
与
税

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
森
林
の
有
す
る
地
球
温
暖
化

防
止
や
災
害
防
止
等
の
公
益
的
機
能
を
維
持
・
増
進
す
る
た
め
に
創
設
さ

れ
、
令
和
６
年
度
に
課
税
が
開
始
さ
れ
る
。
森
林
整
備
を
は
じ
め
と
す
る

必
要
な
施
策
の
推
進
に
つ
な
が
る
方
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
譲
与
税
の

活
用
実
績
等
を
踏
ま
え
、
譲
与
税
の
譲
与
基
準
に
つ
い
て
、
私
有
林
人
工

林
面
積
及
び
人
口
の
譲
与
割
合
の
見
直
し
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
今
後
と

も
、
森
林
環
境
税
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
全
国
の
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
譲
与
税
の
一
層

の
有
効
活
用
を
促
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
二

令
和
６
年
度
税
制
改
正
の
具
体
的
内
容

一
個
人
所
得
課
税

６
そ
の
他

（
地
方
税
）

〈
森
林
環
境
譲
与
税
〉

（
６
）
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
基
準
に
つ
い
て
、
私
有
林
人
工
林
面
積
の
譲

与
割
合
を

1
0
0
分
の

55
（
現
行
：

10
分
の
５
）
と
し
、
人
口
の
譲
与
割
合

を
1
00
分
の

2
5（

現
行
：

1
0分

の
３
）
と
す
る
。

令
和
５
年
度

（
現
行
基
準
）

人
口

３
割

林
業
就
業
者
数

２
割

私
有
林
人
工
林

面
積

５
割

人
口

２
.５
割

林
業
就
業
者
数

２
割

1
5
0

億
円

令
和
６
年
度
以
降

私
有
林
人
工
林

面
積

５
.５
割

4
5
0

億
円

1
5
0

億
円

3
5
0

億
円

5
0
0
億
円

6
0
0
億
円

※
令
和
６
年
度
の
譲
与
総
額
を

6
0
0
億
円
と
仮
定
し
た
場
合

①
森
林
整
備
を
一
層
推
進
す
る
た
め
の
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
基
準
の
見
直
し



【
免
税
軽
油
の
対
象
機
械
の
例
】

②
木
材
加
工
業
・
木
材
市
場
業
・
堆
肥
製
造
業
：

木
材
の
積
卸
し
等
に
使
用
す
る
機
械

①
林
業
：

 高
性
能
林
業
機
械

ハ
ー
ベ
ス
タ

フ
ォ
ワ
ー
ダ

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

フ
ォ
ー
ク
ロ
ー
ダ

【
免
税
イ
メ
ー
ジ
】

販
売
価
格

1
5
4
.9
円

/㍑
（

R
６
年
１
月
平
均
）

※
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
｢石
油
製
品
価
格
調
査
｣
よ
り

2
.8
円

/㍑
1
1
.2
円

/㍑

軽
油
本
体
価
格

 1
0
8
.8
円

/㍑
（

R
６
年
１
月
）

軽
油
引
取
税

3
2

.1
円

/
㍑

消 費 税

石 油

石 炭 税

免
税
証
の
交
付
手
続
き
を
経
た
上
で
免
除

【
R

6
税
制
改
正
大
綱
の
内
容
】

特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
３
年
延
長
（
令
和
９
年
３
月

3
1
日
ま
で
）

○
林
業
※
１
・
木
材
加
工
業
※
２
・
木
材
市
場
業
・
バ
ー
ク
堆
肥
製
造
業
の
事
業
者
が
用
い
る
、
高
性
能
林
業
機
械
や
木
材
の
積
卸
し

用
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等
用
の
軽
油
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
で
の
免
税
証
の
交
付
手
続
き
を
経
た
上
で
、

軽
油
引
取
税

(3
2

.1
円

/
㍑

)
を
免
除
。
（
昭
和

3
1
年
創
設
）

※
１
素
材
生
産
業
は
前
年
度
の
素
材
生
産
量

1
,0

0
0
㎥
以
上
に
限
る
。

※
２
「
一
般
製
材
業
、
単
板
製
造
業
、
床
板
製
造
業
、
木
材
チ
ッ
プ
製
造
業
、
造
作
材
製
造
業
、
合
板
製
造
業
、
プ
レ
カ
ッ
ト
製
品
製
造
業
、
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド

製
造
業
、
木
材
防
腐
処
理
業
」
の
９
業
種
に
つ
い
て
対
象

【
制
度
の
概
要
】

②
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
措
置
の
３
年
延
長

〔
軽
油
引
取
税
〕



【
特
例
の
概
要
】

○
個
人
が
所
有
す
る
森
林
に
つ
き
、
森
林
経
営
計
画
に
基
づ
い
て
山
林
を
伐
採
又
は
譲
渡
し
た
場
合
、
山
林
所
得
の
計
算
上
、

そ
の
収
入
金
額
か
ら
伐
採
・
搬
出
等
の
必
要
経
費
を
控
除
し
た
残
額
の

2
0
％
（
収
入
金
額
が

2
,0

0
0
万
円
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
は

1
0
％
）
に
相
当
す
る
金
額
を
森
林
計
画
特
別
控
除
と
し
て
控
除
。
（
昭
和

4
2
年
創
設
）

【
山
林
所
得
の
課
税
所
得
の
計
算
】

（
Ａ
）
×

5
0
％

（
Ａ
）
×

2
0
％

(２
千
万
円
超
部
分
：

1
0
％

)

山
林
所
得
の

特
別
控
除

最
高

5
0
万
円

立
木
販
売
収
入
（
Ａ
）
（
伐
採
経
費
等
を
除
く
）

①
概
算
経
費
控
除

（
植
林
費
等
の
必
要
経
費
相
当
額
）

森
林
計
画

特
別
控
除

②
特
別
控
除

 

課
税
所
得

※
①
、
②
に
つ
い
て
は
、
森
林
経
営
計
画
を

作
成
し
て
い
な
い
場
合
も
適
用

【
R

6
税
制
改
正
大
綱
の
内
容
】

特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
（
令
和
８
年
分
の
山
林
所
得
ま
で
）

最
高

6
0
万
円

＋
青
色
申
告
者
の
特
別
控
除

最
高

1
0
万
円

③
山
林
所
得
に
係
る
森
林
計
画
特
別
控
除
（
収
入
金
額
の

2
0
％
の
控
除
等
）
の
２
年
延
長

〔
所
得
税
〕



④
輸
出
促
進
法
に
基
づ
く
輸
出
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合
の

輸
出
事
業
用
資
産
の
割
増
償
却
の
２
年
延
長

〔
所
得
税
・
法
人
税
〕

【
特
例
の
概
要
】

○
輸
出
促
進
法
に
基
づ
く
輸
出
事
業
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
認
定
輸
出
事
業
者
が
、
策
定
し
た
輸
出
事
業
計
画
に
従
っ
て

機
械
装
置
、
建
物
等
を
取
得
等
し
た
場
合
、
当
該
資
産
に
つ
い
て
、

①
 機
械
装
置
は

3
0
％
、
②

 建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
構
築
物
は

3
5
％

 で
５
年
間
割
増
償
却
が
可
能
。
（
令
和
４
年
創
設
）

【
特
例
の
要
件
】

対
象
資
産

割
増
償
却
率

対
象
資
産
の
例

機
械
装
置

５
年
間
３
０
％

製
材
設
備
、
乾
燥
設
備
等

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備

並
び
に
構
築
物

５
年
間
３
５
％

加
工
用
施
設
等

【
対
象
資
産
と
そ
の
償
却
率
】

年
度

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

６
年
目

割
合

１
５
％

２
０
％

２
５
％

３
０
％

４
０
％

５
０
％

導
入
し
た
機
械
装
置
、
建
物
等
に
お
け
る
輸
出
向
け
割
合
が
年
度

ご
と
に
定
め
る
一
定
の
割
合
以
上
で
あ
る
こ
と

等

(例
)
２
億
円
の
製
造
用
設
備

 (
耐
用
年
数

1
0
年

)
を
導
入
し
た
場
合
、
設
備
導
入
後
５
年
間
に

お
い
て
、

2
,0

0
0
万
円

/年
の
普
通
償
却
額
に
加
え
、

6
0
0
万
円

/年
※
１
の
割
増
償
却
が

可
能
と
な
り
、
約

1
3
9
万
円

/年
※
２
の
法
人
税
が
軽
減

※
１

 普
通
償
却
額
（

2
,0

0
0
万
円
）
×
割
増
償
却
率
（

3
0
％
）
＝

6
0
0
万
円

※
２

 割
増
償
却
額
（

6
0
0
万
円
）
×
法
人
税
率
（

2
3
.2
％
）

=
1
3
9
.2
万
円

→
５
年
間
で

6
9
6
万
円
の
法
人
税
が
軽
減

１
年
目
２
年
目
３
年
目
４
年
目
５
年
目
６
年
目
７
年
目
８
年
目
９
年
目

1
0
年
目

普
通
償
却
額

(2
,0

0
0
万
円

/年
)

割
増
償
却
額

(6
0
0
万
円

/年
)

軽
減
さ
れ
た
法
人
税
額

(6
9
6
万
円

)を
事
業
拡
大
の

た
め
の
資
金
に
活
用
可
能
！

【
R

6
税
制
改
正
大
綱
の
内
容
】

対
象
と
な
る
輸
出
事
業
用
資
産
か
ら
輸
出
の
促
進
に
係
る
一
定

の
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
た
資
産
等
を
除
外
し
た
上
、

そ
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
（
令
和
８
年
３
月

3
1
日
ま
で
）

【
制
度
イ
メ
ー
ジ
と
効
果
】

・
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
は
、
減
価
償
却
資
産
と
し
て
、
そ
の
取
得
価
額
を
そ
の
耐
用
年
数

に
わ
た
っ
て
毎
年
定
額
又
は
定
率
に
よ
り
償
却
（
損
金
経
理
）
す
る
必
要
（
減
価
償
却
制
度
）

・
割
増
償
却
と
は
、
通
常
の
減
価
償
却
額
に
、
初
年
度
か
ら
数
年
、
取
得
価
額
の
一
定
割
合
を

損
金
と
し
て
上
乗
せ
・
前
倒
し
計
上
す
る
償
却
を
税
務
上
認
め
る
特
例
制
度
で
あ
り
、
導
入

初
期
の
法
人
税
負
担
を
軽
く
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
改
善
が
可
能

（
耐
用
年
数
期
間
全
体
の
納
税
額
は
変
わ
ら
な
い
）



⑤
バ
イ
オ
燃
料
製
造
事
業
者
が
取
得
し
た
バ
イ
オ
燃
料
製
造
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
の
特
例
措
置
（
３
年
間
、

1
/
2

 控
除
等
）
の
２
年
延
長

〔
固
定
資
産
税
〕

【
特
例
の
概
要
（
現
行
）
】

○
バ
イ
オ
燃
料
法
に
基
づ
く
認
定
計
画
を
受
け
た
バ
イ
オ
燃
料
製
造
事
業
者
が
取
得
し
た
バ
イ
オ
燃
料
製
造
設
備
に
係
る
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
、
取
得
後
３
年
間
、
ガ
ス
製
造
設
備
に
つ
い
て
は
２
分
の
１
、
ガ
ス
製
造
設
備
以
外
に
つ
い
て

は
３
分
の
２
に
軽
減
。
（
平
成

2
0
年
創
設
）

 
（
燃
料
製
造
設
備
導
入
に
は
多
額
の
初
期
投
資
を
伴
う
た
め
、
導
入
初
期
の
固
定
資
産
税
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
支
援
）

◆
原
料
（
例
）

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル

バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

（
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
）

木
質
固
形
燃
料

（
木
質
ペ
レ
ッ
ト
等
）

メ
タ
ン
ガ
ス

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ガ
ス

2
/3

2
/3

2
/3

1
/2

1
/2

（
課
税
標
準
の
特
例
割
合
）

適
用
対
象
を
中
小
事
業
者
等
に
限
定

廃
棄
物
系
バ
イ
オ
マ
ス

家
畜
排
せ
つ
物

資
源
作
物

糖
質
資
源

で
ん
ぷ
ん
質
資
源

油
脂
資
源

未
利
用
バ
イ
オ
マ
ス

稲
わ
ら

未
利
用
材

【
R

6
税
制
改
正
大
綱
の
内
容
】

木
質
固
形
燃
料
製
造
設
備
に
係
る
課
税
標
準
を
価
格
の

2
/3
→

3
/4
と
し
た
上
で
、

特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
（
令
和
８
年
３
月

3
1
日
ま
で
）

適
用
対
象
を
中
小
事
業
者
等
及
び

農
業
協
同
組
合
等
に
限
定



公 的 金 融 機 関

民 間 金 融 機 関 等

影 響 を 受 け た 事 業 者

特
別
貸
付
け

【
特
別
貸
付
制
度
】

通
常
よ
り
有
利
な
条
件
を
設
定

（
貸
出
金
利
・
据
置
期
間
等
）

特
別
貸
付
け
に
際
し
て
作
成
す
る

契
約
書
の
印
紙
税
を
非
課
税

【
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
】

契
約
書

印
紙

⑥
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
り
そ
の
経
営
に
影
響
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
て
行
う

特
別
貸
付
け
に
係
る
消
費
貸
借
契
約
書
の
印
紙
税
の
非
課
税
措
置
の
延
長

〔
印
紙
税
〕

【
特
例
の
概
要
】

※
公
的
金
融
機
関
：

(株
)日
本
政
策
金
融
公
庫
な
ど

民
間
金
融
機
関
：
銀
行
、
信
用
金
庫
、
農
業
協
同
組
合
、
地
方
公
共
団
体

そ
の
他
「
等
」
：
地
方
公
共
団
体
な
ど

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
り
そ
の
経
営
に
影
響
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
て
、
公
的
貸
付
機
関
や
民
間
金
融
機
関

等
が
行
う
特
別
貸
付
け
に
係
る
消
費
貸
借
に
関
す
る
契
約
書
に
つ
い
て
は
、
印
紙
税
が
非
課
税
。
（
令
和
２
年
創
設
）

【
財
務
省
等
５
府
省
庁
共
管
】

※

【
R

6
税
制
改
正
大
綱
の
内
容
】

特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
１
年
延
長
（
令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
）
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被災者の生活と生業（なりわい）支援のためのパッケージ 

（農林水産関係） 

 

令和６年１月 25 日 

農林水産省 

環 境 省 

総 務 省 

 

 令和６年能登半島地震は、農地・農業用施設、畜舎や山林施設等の損壊、大規模

な山腹崩壊や漁港、漁場等の損壊等が発生し、地域の農林水産業に甚大な被害をも

たらしている。こうした中、地域の将来ビジョンを見据えて、世界農業遺産の里山

里海等のブランドを活かした創造的復興に向け、被災された農林漁業者の方々が一

日も早い生業の再建に取り組めるよう、以下の対策を速やかに講じる。 
 
１ 災害復旧事業の促進 
（１）農地・農業用施設、共同利用施設、山林施設及び漁港施設等の農林漁業関係

施設の被害に対して、査定前着工制度の関係地方公共団体等への周知、農林水

産省職員の現地への派遣による技術的支援等を行いつつ、災害復旧事業等によ

り、早期復旧を支援。 
 
（２）農地・農業用施設、林道、共同利用施設及び漁港施設等の公共土木施設の災

害復旧事業を対象として「大規模災害時における農林水産業施設及び公共土木

施設災害復旧事業査定方針」に基づき、机上査定上限額の引上げ等による災害

査定の効率化を実施。 
 
２ 共済金等の早期支払等 

（１）農業保険について、関係団体に以下のとおり要請済み。 

  ① 農業共済の加入者に対する被害の早期査定と共済金の早期支払及び共済掛

金の払込期限の延長等 

  ② 収入保険の加入者に対する無利子のつなぎ融資の周知及び保険料等の納付

期限の延長等 

 

（２）漁業共済・漁船保険について、被害の早期査定と共済金等の早期支払を関係

団体に要請済み。 
 
３ 災害関連資金の特例措置 
（１）被災農林漁業者等の運転資金の調達を支援するため、以下のとおり対応。 

① 農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額を「600 万円又は年間経営費

等の 12分の 6」から「1200万円又は年間経営費等の 12分の 12」に引上げ 
② 農林漁業セーフティネット資金、農業近代化資金等の災害関連資金に係る
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貸付当初５年間の実質無利子化等 
③ 災害関連資金の実質無担保・無保証人での貸付け 

④ 農業近代化資金等の借入れについて、農業信用基金協会等の債務保証の実

質無担保・無保証人での引受け及び引受当初５年間の保証料を免除 
 

（２）被災した農林漁業用施設等を復旧するための施設資金の調達を支援するた

め、以下のとおり対応。 
① スーパーL 資金、農林漁業施設資金、農業近代化資金等の災害関連資金に

係る貸付当初５年間の実質無利子化等 
② 災害関連資金の実質無担保・無保証人での貸付け 
③ 農林漁業施設資金の貸付限度額を「負担額の 80％又は１施設 300 万円（特

認 600万円）」から「負担額の 100％又は１施設 1200万円」に引上げ 
④ 農業近代化資金等の借入れについて、農業信用基金協会等の債務保証の実

質無担保・無保証人での引受け及び引受当初５年間の保証料を免除 
 

（３）このほか、被災農林漁業者等が意欲を持って経営を再開できるよう、関係金

融機関に以下のとおり要請済み。 

① 新規融資に際しての円滑な融通 
② 既往融資に関して、償還猶予などの適切な措置 
 

４ 農業用機械、農業用ハウス・畜舎、共同利用施設等の再建・修繕への支援 
（１）農地利用効率化等支援交付金（被災農業者支援タイプ）を発動し、農業用機

械・加工用機械、農業用ハウス・畜舎等の再建・修繕に要する経費及び再建の

前提となる倒壊した農業用ハウス等の撤去に要する経費を助成。(別紙参照） 

今回の地震により地域の基幹産業である農業が甚大な被害を受けているとと

もに、農業者の生活基盤も甚大な被害を受けていることに鑑み、産地の営農再

開及び食料の安定供給に万全を期すため、以下のとおり、地方公共団体の復旧

支援を後押しするための特例的な措置を講ずる。 
  ・ 農業用ハウスについて、園芸施設共済加入の場合は共済金の国庫相当額を

合わせて事業費の２分の１相当（共済非加入の場合は、共済加入者への補助

率が上限）を支援するほか、農業用ハウスの補強に要する経費を助成。 
  ・ 農業用機械・畜舎等について、被災後もやめることなく再開しようとする

者として市町村が認める者に対して補助率を引き上げて事業費の２分の１を

支援。 
  ・ 撤去については、地方公共団体が費用負担することを前提に助成。 

・ 再建・修繕の場合に、併せて自己負担で規模拡大等を行うことや、被災地

での再建が困難な場合における施設の設置箇所の移動は可能。 
・ 撤去については、市町村が実施する環境省の災害廃棄物処理事業の対象と

なり得るが、農業者が速やかに撤去し経営を再建しようとする場合には、本

事業の利用が可能。 
 
（２）被災した共同利用施設（集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、乳業工場、食肉処
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理施設、GP センター、家畜市場等）や卸売市場等の再建・修繕や、再建の前提

となる損壊した施設の撤去等に要する経費を助成。(別紙参照） 
 
５ 営農再開に向けた支援 
（１）水稲が作付け可能な場合には、被災地外からの種子・種苗の供給等、水稲作

継続のための体制確保を支援。 
 
（２）被災により水稲作付けが困難となり、大豆など他の作物への作付転換や野菜

等の再播種・再定植を余儀なくされた場合に、種子・種苗の購入、農作業委託

等に要する経費を助成。(別紙参照）併せて、水稲から他作物に作付転換した場

合は、水田活用の直接支払交付金等の対象となることを周知。 
 

（３）被災を機に作物転換や規模拡大に取り組む産地に対し、簡易な農業用ハウス

の設置に必要な資材導入や農業機械等のリース導入に要する経費を助成。(別

紙参照） 
 

（４）被災した集出荷施設等における簡易な補修、手作業による選果、他の集出荷

施設等への農産物の輸送に要する経費を助成。(別紙参照） 
 

（５）被害果樹の植替えや、これにより生ずる未収益期間に要する経費を助成。 
 
（６）被災した畜産農家の資金繰りを支援するため、以下のとおり対応。 

  ① 肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）、肉豚経営安定交付金（豚マル

キン）における生産者積立金の納付猶予や肉用子牛生産者補給金制度におけ

る生産者負担金の納付期限の延長等 
② 鶏卵生産者経営安定対策事業における生産者負担金の減額等 

③ 経営悪化で負債償還に支障が生じた経営体に対し、緊急的に資金を援助 
 
（７）被災した畜産農家の経営継続を支援するため、以下のとおり対応。 

① 簡易畜舎の整備、畜舎や機械等の簡易な補改修、土砂・がれき等の撤去、

代替飼料の購入、乳房炎治療、発電機や揚水ポンプの借り上げ等に要する経

費を助成 
② 被災家畜の避難・預託、繁殖用の牛・豚の再導入を支援 
③ 酪農ヘルパーの被災農家への出役を支援 
④ 配合飼料の供給が困難になった地域に対する配合飼料の緊急運搬を支援 
 

（８）被災した畜産農家等の地域ぐるみでの経営再開、体質強化を進める取組（施

設の整備、機械の導入等）に要する経費を助成。 
 

（９）就農支援関連事業については、被災により農作業を行えない場合、復旧作業

を研修や農業生産等の従事日数に加えられること、一定の研修や農業生産等の

従事日数を確保できない場合には、当該休止期間に相当する期間、交付期間を



 - 4 - 

延長することができる等の取扱いについて周知。 

 
６ 被災農業法人等の雇用の維持のための支援 
（１）被災農業者等の施設等の復旧までの間、他の農業法人等が被災農業者等を一

時的に雇用して研修する場合にも資金を交付できるよう弾力的な運用を実施。 
 
（２）被災農業法人等が、施設等の復旧までの間、従業員を他の農業法人等に研修

目的で派遣する場合にも必要な経費を助成できるよう弾力的な運用を実施。 
 

７ 農地・農業用施設等の早期復旧等の支援 
（１）余震や今後の豪雨等により、ため池等の農業水利施設等が損壊し人命・農地

等に被害発生が想定される被災地域において、施設の機能を診断する、又は今

後の災害を未然に防止するために緊急的に必要な点検・調査、補修等の対策を

支援。 

 
（２）損壊等の被害を受けた農地周りの小規模な水路等の集落による補修を支援。 
 
（３）被災地における鳥獣被害防止施設等の再整備を支援。 

 
（４）被災地における農家や土地改良区の負担軽減を図るため、土地改良事業の農

家負担金に対して利子助成を行うとともに、被災した土地改良区の業務運営体

制の復旧等に対して支援。 

 

（５）震災の影響を受けた地域において、地域農業の将来ビジョンを見据えた復興

方針の検討、農地や農業用施設の復旧と一体的に行う水管理の効率化、排水能

力の向上、景観にも配慮した棚田の復旧や観光とも連携した持続可能な里山づ

くり等を支援。 

 

８ 林野関係被害に対する支援 
（１）被災した山林施設の早期復旧に向け、農林水産省職員の現地派遣、机上査定

上限額の引上げ等による災害査定の効率化を実施。 

 

（２）航空レーザ計測により、目視では確認困難な山地の亀裂、小崩壊などの被害

状況を詳細に把握・分析。 

 

（３）被災した山林施設の復旧・整備とともに、災害発生の危険性が高い荒廃地に

おける治山対策・森林整備を支援。 
 
（４）被災した木材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧・整備や毀損した施

設の撤去等を支援。(別紙参照） 

 
（５）被災した林業者・木材産業者の円滑な資金繰りの確保に向け、以下のとおり
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対応。 
 ① 被災した林業者が借り入れる農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設

資金等の災害関連資金（日本公庫資金）を貸付当初 10 年間実質無利子化 
 ② 被災した林業者が借り入れる災害関連資金（日本公庫資金）について、実質

無担保・無保証人で貸付け 
 ③ 被災した林業者・木材産業者が農林漁業信用基金の債務保証を活用して民間

融資機関から資金を借り入れる際、引受当初５年間の保証料を免除 
 
９ 水産関係被害に対する支援 

被害が甚大な水産業について、地域の将来ビジョンを踏まえた復旧方針の下、

直轄代行も含めた人的・技術的支援を組み合わせて、復旧・復興を図る。 
 

（１）漁港、漁場等の復旧に向けて、以下のとおり対応。 
  ① 被害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等を実施 

② 水産基盤の復旧・復興事業の迅速かつ実効的な実施に向け、地域の将来ビ

ジョンを踏まえた復旧方針検討、被害実態の緊急調査、地盤隆起等を考慮し

た復旧・復興対策の立案、漁港施設・海岸保全施設等設計条件見直しを実施 
③ 災害復旧と連携した里海資源を活かした海業振興等の漁港機能強化対策、

漁場生産力回復対策、漁業集落の防災機能強化対策等を実施 
 

（２）漁場の再生・回復に向けて、低下した漁場の機能や生産力の再生・回復を図

るため、漁業者等が行う漁場の状況を把握するための調査、漂流・堆積物の除

去、漁場環境の改善の取組を支援。 
 

（３）漁業の再開に向けて、被災した漁船・漁具の復旧を図るため、漁業協同組合

等が行う漁船等の導入の取組を支援。 
 
（４）養殖業の再開に向けて、被災した養殖業者が行う養殖生産用の資機材等の導

入を支援。 
 
（５）産地市場、加工施設の再建に向けて、以下のとおり対応。 
  ① 被災した漁業者等の共同利用施設等（荷さばき施設、加工施設、冷凍冷蔵

施設、製氷施設、養殖施設等）の整備を支援（別紙参照） 
② 激甚法に基づく被災した漁協等が所有する水産業共同利用施設の復旧を支

援 
③ 被災地域の漁港から原材料を調達していた水産加工業者が引き続き安定的

に他の国産原材料を調達できるよう調整保管に要する保管料、運搬料等を支

援 
 
（６）被災漁業者等の漁業の再開までの間、他の漁船や他地域の漁業者等が被災漁

業者等を一時的に雇用して行う研修等を支援できるよう弾力的な運用を実施。 
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（７）新規漁業就業者に対する長期研修について、被災による漁ろう作業を行えな

い場合、復旧作業を研修の日数に加えられること、一定の研修日数を確保でき

ない場合には、当該休止期間に相当する期間、研修期間を延長することができ

る等の取扱いを周知。 
 
（８）漁業者の金融対策、漁協の経営再建に向けて、以下のとおり対応。 
  ① 被災漁業者等を対象として、漁業近代化資金、日本政策金融公庫資金の貸

付金利を実質無利子化 
② 農林漁業セーフティネット資金等の災害関連資金（日本公庫資金）を実質

無担保・無保証人で貸付け 
③ 漁船建造資金や漁協の復旧資金等について、無担保・無保証人融資を推進

するため漁業信用基金協会に対し支援等 
④ 漁協等が経営再建のために借り入れる資金の実質無利子化・無担保・無保

証人化、保証料助成 
 

10 食品事業者に対する支援 

  被災した食品事業者に対しては、中小企業庁と連携し、事業再建に向けた取組

を支援。 
 

11 災害廃棄物処理事業の周知 
  被災した農業用ハウス等の農林水産関係の災害廃棄物は、生活環境保全上支障

がある場合、市町村が実施する災害廃棄物処理事業の対象になり得ることについ

て、市町村廃棄物担当部局に周知。 
 

12 地方財政措置による支援 

  関係地方公共団体における対応等の実情を十分に踏まえ、地方公共団体の財政

運営に支障が生じることがないように、上記の対策の内容に応じ、地方財政措置

で適切に対応。 
 
※ １の（１）、４の（１）及び（２）、７の（２）、８の（４）、９の（３）等

については、関係地方公共団体における対応等の実情を十分に踏まえ、地方公共

団体の財政運営に支障が生じることのないよう、これらの対策の内容に応じ、地

方財政措置で適切に対応する。 
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（別紙） 
 
 

農業用機械、農業用ハウス・畜舎、共同利用施設等の再建・修繕の事前着工

等における留意事項 
 
 
農業用機械、農業用ハウス・畜舎、共同利用施設等の再建・修繕の事前着工等に

ついては、それぞれの農林漁業者ごと（共同利用施設等の場合は施設ごと）に次の

資料を保存しておいていただくようにお願いします。 
 
（１）施設等の被害の状況がわかる書きものや写真等 
   
（２）事業の対象となる取組に係る発注書、納品書、請求書などの書類 
 
（３）種苗購入や資材購入、他の集出荷施設等に農産物の輸送等を行った場合の発

注書、納品書、請求書などの書類 
 
 
＜関係事業＞ 
○農地利用効率化等支援交付金（被災農業者支援タイプ） 
○強い農業づくり総合支援交付金 
○農山漁村振興交付金 
○持続的生産強化対策事業 
○被災木材加工流通施設等復旧対策 
○水産業共同利用施設緊急復旧整備事業 
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